
PFOS PFOAの初回検査を令和８年度行う場合

※初回の検査は令和8年度上期の行うこと（令和7年度の実施した場合を除く）
・検査は配水系統ごとに行うこと

R7 R8 R9

初回検査
（R8上期）

結果により
検査回数を判断

R8 R9 R 10

初回検査
（R8上期）

結果により
検査回数を判断

①検査の結果、当該物質が水質基準値の1/5を超過した

検査実施
（R8下期）

検査実施
（R9上期）

6ヶ月に1度の検査を実施

R8 R9 R 10

初回検査
（R8上期）

結果により
改めて判断

②検査の結果、水質基準値の1/5≧検出量＞1/10であった

免除可

2年に1度の検査を実施

免除可免除可

R8 R9 R12 R13

初回検査
（R8上期）

結果により
改めて判断

③検査の結果、水質基準値の1/10以下であった

免除可

5年に1度の検査を実施

免除可免除可

・・・

免除可免除可
次回検査
（R13上期）



令和7年度中にPFOS PFOAの検査を任意で行った場合

※令和7年度の実施した場合、回数を減じる基準値として使用する事ができる。
・検査は配水系統ごとに行うこと

R7 R8 R9

初回検査
（R8上期）

R7 R8 R9 R 10

任意の検査
（R7）

結果により
検査回数を判断

①検査の結果、当該物質が水質基準値の1/5を超過した

検査実施
（R8上期）

検査実施
（R8下期）

6ヶ月に1度の検査を実施

R7 R8 R9 R 10

初回検査（免除可）
（R8上期）

結果により
改めて判断

②検査の結果、水質基準値の1/5＞検出量＞1/10であった

免除可

2年に1度の検査を実施

免除可免除可

R7 R8 R9 R12 R13

初回検査(免除可)
（R8上期）

結果により
改めて判断

②検査の結果、水質基準値の1/10以下であった

免除可

5年に1度の検査を実施

免除可免除可

・・・

免除可免除可 次回検査
（R13上期）

水質基準値
1/5以下の場合

初回検査として
代替できる

検査実施
（R9上期）

任意の検査
（R7）

水質基準値
1/5以下

水質基準値
1/5を超過

水質基準値
1/10以下


